
コロナ禍により売上が減少した事業者様へ 

（下記の給付対象になる方） 

 

 

 
 

 
 

① 支援金ホームページから事業者の仮登録を行う 

 

② ５月２６日(木)までに登録確認機関（※）に連絡し、事前確認処理を行う 

 

③ 必要書類を準備し、５月３１日(火)までに支援金ホームページから 

本申請手続きを行う  
 

◆「一時支援金」又は「月次支援金」を受給された方は 

③の手続きのみで申請出来ます（①②不要） 

 

 
 

  

～～ お 願 い ～～ 
※ 事前確認処理を行う登録確認機関には、熊本市託麻商工会も登録されており、

現時点で会員としてご加入の事業者様につきましては、事前確認処理を行う

ことが出来ますのでご相談ください。 

なお、事前確認処理の期限日（５月２６日(木)）は、本会

通常総会の開催日となっており、相談対応が出来ない場合

がありますので、ご相談は前日までにお願いします。 
 

 

ご注意！ 
 

手続きごとに 

期限があります 

申請の流れ 


